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船舶事故調査報告書 

 

                              平成２５年５月９日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

                         委   員  庄 司 邦 昭 

                         委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 衝突（消波ブロック） 

発生日時 平成２４年８月２４日 ０９時００分ごろ 

発生場所 宮城県亘理
わ た り

町荒浜漁港東方沖  

 亘理町所在の荒浜港南導流堤仮設灯台から真方位３２５°５２０ｍ

付近 

 （概位 北緯３８°０２.３′ 東経１４０°５５.５′） 

事故調査の経過  平成２４年８月２７日、本事故の調査を担当する主管調査官（仙台

事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

漁船 大海
たいかい

丸、６.６トン 

 ＭＧ２－４１０１（漁船登録番号）、個人所有 

 １４.１５ｍ（Lr）×３.２１ｍ×０.９４ｍ、ＦＲＰ 

 ディーゼル機関、３８５kＷ（動力漁船登録票による）、昭和６２年

９月２９日 

 乗組員等に関する情報 船長 男性 ６２歳 

 一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

  免許登録日 昭和５３年８月２５日 

  免許証交付日 平成２４年２月２９日 

         （平成２９年３月１日まで有効） 

 死傷者等 軽傷 ２人（船長及び甲板員） 

 損傷 船首船底部に破口 

 事故の経過  本船は、船長及び甲板員が乗り組み、ひらめ刺し網漁の目的で平成

２４年８月２４日０２時３０分ごろ荒浜漁港を出港し、宮城県岩沼市

東方沖１１海里付近で操業を行い、０８時ごろ帰航を開始した。 

本船は、船長が漁場発進時から単独で操船に当たり、甲板員が船尾

甲板に積まれた刺し網の上に座り、荒浜漁港に向けて約１６ノットの

対地速力で北西進した。 

船長は、漁場を発進してから約１５分して操舵を手動から自動に切

り替え、荒浜港南導流堤仮設灯台の手前で西方に変針して荒浜漁港に

入港する予定とし、操舵スタンド前の椅子に座って壁に寄り掛かるな

どして続航していたところ、予定変針場所付近において、連日の操業

の疲れがあり、居眠りに陥った。 
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本船は、予定変針場所を通過し、‘荒浜漁港東方沖に設置された消

波ブロック’（以下「本件消波ブロック」という。）に向けて北西進を

続け、本件消波ブロックに衝突した。 

船長は、本件消波ブロックに衝突した衝撃で目が覚め、時刻が０９

時００分ごろであることを確認し、機関を後進として本船を本件消波

ブロックから離したのち、自宅と所属漁業協同組合に連絡するととも

に、救急車を要請した。 

本船は、船首船底部に破口を生じたが、自力航行で荒浜漁港に帰港

した。 

船長及び甲板員は、帰港後、救急車で市内の病院に搬送され、船長

が顔面右側の口唇挫創、甲板員が右側頭部挫創と診断された。 

 気象・海象 

 

気象：天気 晴れ、風向 西、風速 約２m/s、視界 良好 

海象：波高 約１.５ｍ、潮汐 満潮期 

 その他の事項 

 

船長は、連日操業を行い、操業中は休憩をとっておらず、疲れてい

た。  

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象の関与 

 判明した事項の解析 

 

あり 

なし 

なし 

 本船は、岩沼市東方沖を荒浜漁港に向けて自動操舵で北西進中、単

独で操船中の船長が居眠りに陥ったことから、変針予定場所を通過し

て続航し、本件消波ブロックに衝突したものと考えられる。 

 船長は、連日の操業の疲れから居眠りしたものと考えられる。 

原因  本事故は、本船が、岩沼市東方沖を荒浜漁港に向けて自動操舵で北

西進中、単独で操船中の船長が居眠りに陥ったため、変針予定場所を

通過して続航し、本件消波ブロックに衝突したことにより発生したも

のと考えられる。 

参考 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・疲労を感じた場合、適宜、休養をとること。 

 

 

 




